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ます。なお、令和６年人事院勧告に準じた給与の取扱いにつき
ましては、別途提案させていただきます。

＜会計年度任用職員に関わる要求＞
１５．単価の上限が5までとなっているが、全ての職種について
単価上限を引き上げること。
◆ 会計年度任用職員制度では、職種毎に常勤職員の給料表に基
づき報酬を定めております。令和６年１月より常勤職員の給料
表改定に伴い、時給の引上げを行ったほか、令和６年度より常
勤職員と同様に勤勉手当の支給を開始しております。今後も人
事院勧告を尊重しつつ、国や千葉県、近隣市等の状況を総合的
に勘案し、対応してまいります。
１６．2024年人事院勧告を上回る実施を行い、4月遡及を行なう
こと。
◆ 常勤職員の給料表改定に伴う会計年度任用職員の給与改定時
期につきましては、別添のとおり提案いたします。
１８．放課後ルーム職員の欠員を無くすとともに賃金･労働条件
を改善し、離職しない職場環境を整えること。
◆ 会計年度任用職員の募集について、様々な媒体を利用し、応
募者及び採用者の確保に努めております。今後も、必要な人員
を確保できるよう、引き続き、様々な機会、場所、媒体を捉え
て幅広い募集を行っていくとともに離職者の抑制に努めてまい
りたいと考えております。

＜人員などに関わる要求＞
２０．退職による職員の欠員不補充は、労働条件の変更に当たる
ものであり交渉事項である。翌年度には必ず正規職員を採用し、
職場環境維持を図ること。退職による職員の欠員不補充は、労
働条件の変更に当たるものであり交渉事項である。翌年度には
必ず正規職員を採用し、職場環境維持を図ること。
◆ 業務執行体制を確保するため、社会情勢の変化等にも配慮し
ながら、常勤職員、再任用職員、会計年度任用職員を業務の量
や性質に応じて配置できるよう努めてまいります。
２２．保育園では、国の職員配置基準の最低基準が変更されてい
ます。変更された基準に合うよう早急に配置を行うこと。
◆ 行政の企画・立案・執行及び職員の配置については、交渉事
項と考えておりません。なお、法改正に伴う配置基準の見直し
については、現在、必要な職員数の確保に努めているところで
す。
２３．保育園職場において、朝夕の保育時間に対応する職員の欠
員が常態化していることや、支援児の長時間保育の為に正規職
員が保育応援に入らざるを得ず、本来業務が圧迫され、忙しさ
で職場が疲弊し退職者が出る状況が続いています。朝夕の保育
時間に対応する職員の欠員を無くし支援児標準加配を増員する
こと。
◆ 時間外保育職員の欠員につきましては、保育サポーターの職
の募集を行い、令和5年度には66名、令和6年度の10月1日時点
においては41名の採用をしているところです。また、職員の配
置については、業務執行体制を確保するため、社会情勢の変化
等にも配慮しながら、常勤職員、再任用職員、会計年度任用職
員を業務の量や性質に応じて配置できるよう努めてまいります。
２９．現業職場は何年ものあいだ退職者不補充が続き、正規職員
の年齢に偏りが出ている。会計年度任用職員は補助的業務とい
う制約があり正規職員の代替とはならない。配置において無理
が生じ各種休暇制度を取得することが困難な職場もある。複数
年に渡りこのような状態に対策がなされておらず早急な改善を
求める。
◆ 行政の企画・立案・執行及び職員の採用については、交渉事
項と考えておりません。なお、現業職場の業務については市民
サービスの維持・向上を勘案したうえで委託を行っているとこ
ろであり、新規採用を行うことは、現時点では考えておりませ
ん。

＜勤務時間及び休暇に関わる要求＞
３７．両立支援の拡充により、「子の看護のための休暇」の取得
要件を拡大し、子どもの行事参加や学級閉鎖や休校にも利用で
きるようにすること。
３８．定年の延長が今後進むこと、および、孫の親の共働きによ
り、これまでにも増して子のための看護休暇の対象範囲を孫ま

でとする必要性が高まる。孫休暇制度が導入され、両立支援醸
成に一定の効果が期待されている自治体もある。育児支援の観
点から「配偶者の出産」・「男性職員の育児参加休暇」・「子
の看護のための休暇」の対象に祖父母を加え、新たな制度とし
て名称を「家族サポート休暇」とすること。
◆ 37.38 子の看護休暇については、いわゆる育児・介護休業
法が改正され、令和７年４月に施行される予定ですが、現行制
度においても、国より対象範囲を広く設けており、取得対象者
を広げることを含め、さらなる制度拡大は考えておりません。
なお、法改正を受け、使用目的について、学校行事や学級閉鎖
等の場合も、本市の休暇制度において対象とするよう制度改正
を行うことを予定しております。
４２．病気休職について、明らかに異なる傷病名である場合は、
通算しないこととなっているが、メンタル疾患については診断
名が変わっても同一傷病とし、通算される。しかし、メンタル
疾患はＩＤＣ－10（国際疾病分類）によると複数の体系に分け
られており、異なる傷病と捉えることができるものもあると考
える。メンタル疾患を同一傷病とし通算することについて見直
しを求める。
◆ 休職期間の通算については、「船橋市職員の分限等の手続及
び効果に関する条例」第4条にて、復職をした日から起算して
１年以内に再び休職をするときにはその期間を通算することを
原則として定めています。このため、原因となる傷病が明らか
に異なる傷病である場合を除き、通算することとしており、メ
ンタル疾患は傷病名が変わっても同一傷病として扱っています。
現行通りの運用にご理解願います。

＜ハラスメントに関わる要求＞
４３．カスタマーハラスメントについて、労災認定基準の改正や
人事院による公務災害認定指針の改正が行われ、東京都では条
例化の動きが出ている。近隣市では休職や離職の事案もあるこ
とから当市においても喫緊の課題である。現在周知できるもの
があるのか、無いのであれば早急に条例制定し、職員に周知徹
底すること。
◆ これまで不当要求に対する取り組みとして、県の開催する研
修会への参加や県内自治体で発生した事例の周知を行いながら、
「船橋市不当要求行為等の防止に関する対策要領」に基づく対
応を行ってきました。担当職員が一人で抱え込まず、組織とし
て対応していくように、今後も機会を捉えて、こららの周知を
行ってまいります。なお、条例については、官民を問わず、地
域で事業を行う法人や団体等の就業者の就業環境や心身の健康
を守る趣旨で制定されるものと考えております。なお、条例に
ついては、官民を問わず、地域で事業を行う法人や団体等の就
業者の就業環境や心身の健康を守る趣旨で制定されるものと考
えております。

＜働き方に関わる要求＞
４７．労働時間等設定改善法（労働時間等の改善に関する特別措
置法）の改正や令和6年人勧でも勤務間インターバルの確保に
係る努力義務規定の導入等の通知が出ている。勤務間インター
バルを11時間以上確保すること。
◆ 国において勤務間インターバルの確保が各省庁において努力
義務となり、近年、勤務間インターバル制度を導入している自
治体があることは認識しております。現在、本市において制度
の導入は考えておりませんが、引き続き、他市の状況等につい
て、注視してまいります。

＜その他の要求＞
５２．年々暑さが厳しくなっており、作業環境対策が求められて
いる。遮熱シート、スポットクーラー、サーキュレーター、空
調服など、職場のWBGT値の低減を図る環境整備や屋外で働く職
員の暑さ対策を整えること。また、休日出勤や19時以降の本庁
舎の冷房を稼動すること。
◆ 屋外で働く職員の暑さ対策としましては、令和５年９月に被
服貸与規定を改正のうえ、作業員に対して夏用作業着の下（ズ
ボン）を貸与できるようにいたしました。夏季及び冬季の土日
等に勤務が割り振られている場合に、本庁舎では所属の希望に
より会議室を貸出し、勤務していただくことで空調を利用する
ことができる旨を、所属からの相談時にご案内しています。


